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梅垣：本日はお忙しいところお集まりいただき、

有難うございます。さて、私どもの近畿病院図書

室協議会が設立されまして、本年で１５年になりま

す。私、昭和６０年から会長を引き受けさせていた

だいておりますが、西日本でもそろそろこの協議

会の存在を認識してくださるようになったのでは

ないかと感じております。と申しますのも、毎年

極く少数ではございますが、参加する施設が増え

てきているからでございます。今年は１０月に名古

屋で研修会を持ちまして大変盛況であった由聞い

てもおります。

このたび、設立１５年ということで、一つの区切

りとして、幹事の皆さんが相談してこの座談会を

企画したようで、本日専門の皆さん方にお集まり

願って、病院図書室の基準というもの、またネッ

トワークということについてのお考えを聞かせて

いただこうということになったようでございます。

特に基準につきましては、日本病院会の方では既

に基準案といったものが作られているようでござ

いますが、近畿の方でもそろそろ考えてみたらど

うかというようなことだろうと思います。しかし、

基準作成には作成の目的をどこにおくのか、誰が、

どこで、どのような形式でそれを認めていくのか、

あるいは各施設でどのように取り扱われるのか等、

｜

いろいろと難しい問題もございます。そこで、時

間の許す限り、皆様の忌憚のないご意見をお聞か

せ願いたいと存じますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

翻 基準はなぜ必要か

首藤：早速座談会に入りたいと存じます。「基

準」について考える前に、まず基準というのは本

当に必要なのだろうか。もし必要とすれば、どの

ような基準が必要とされているんだろうかという

ことからお話を始めたいと思います。

長谷川：私、関東逓信病院に勤めて１５年と少し

になります。今まで一生懸命に走ってきましたが、

この辺りで一区切り、一度図書館を見直してみよ

うと思ったのが「基準」を考えるスタートでした。

まず、見直しを行うに当たっていろいろと基準め

いたものを探してみましたが、成文化されたもの

は臨床研修指定病院の基準がありますが、図書購

入費が年間２００万円以上というラフなもので、と

てもお話にならない。そこで、国内の他の図書館

で独自の基準を作っているところはないかと探し

たのですが、マニュアルとかルーティンワークに

関しては基準がありますが、機能にまで迫ってい

るものは殆どありませんでした。つまり、日本で
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は病院図書室の基準は今まで殆ど作られていない

んですね。

次にＭＬＡのカタログで、米国図書室基準が出

ておりましたので、早速取り寄せまして、これを

自分の図書館の見直しの参考と院内のＰＲに使お

うと考えましたが、このなかで、私が一番参考に

なったのは質的な基準と量的基準をはっきり分け

て考えていることでした。日本で基準を作る場合

には、この２つを混同してしまう傾向があると思

うのです。質と量というのは双方補い合うもので、

どの位の量があれば、どの位のサービスを提供で

きるかというガイドラインは１つの目安になり、、

また客観的に図書室業務全体を把握しやすくする

ように思います。

小田中：私ども協議会で基準についてどう考え

てきたか、簡単に経過を申し上げます。協議会の

設立３年目位の会報にカナダの病院図書室の基準

の翻訳が掲載されています。この時すでにこうい

う基準の必要性が認識されていたのだと思います

が、私は当初の活動にかかわっておりませんので、

その辺りは詳しくは存じません。その後基準とい

うものが新たに問題になったのは、１９８４年に協議

会で「医学資料の整理と利用一病院図書室マニュ

アル」を編集した時でした。このマニュアルを作

るにあたって、病院図書室のある一定のスケール

を設定しないと業務の種類、業務量を割り出せな

いため、当時の協議会統計の数値を参考にして司

書ｌ名、カレントジャーナル１５０種、蔵書３．０００

冊という簡単なモデル、基準を作りました。そし

て、これを共通分母としてどのような業務をどの

ように行うかを考えてみたのです。

このようなマニュアルを作ったのは、会員間の

長谷川湧子 氏

図書室格差が相当あったものですから、協議会の

行う共同事業にできるだけ多くの会員が参加でき

るようにしたい、また協力活動を実りのあるもの

にしたいということのためで、それに必要な標準

的な機能についてマニュアルを作って提示したわ

けです。

しかし、このように機能、スタンダードを提示

したからといって、各会員図書室が質的に変わっ

たかということになりますと、なかなかそう簡単

なものではありません。その辺りをどうするかと

いう課題を常に抱えているわけで、やはり図書館

として機能するための最低の要素は必要なのでは

ないかと、その点から改めて基準というものにも

う一度目を向けたといった状況です。

奈良岡：私は栃木県の自治医大の図書館におり

ますが、以前に栃木県下の１００床以上の病院の図

書室を調査したことがあります。かなりの格差が

あることは事実です。医療法で定められているよ

うに総合病院には図書室はある筈なのですが、そ

れがどの程度のものか、あるいは予算はどの位か

といった具体的な目安のようなものが今までなか

ったと思うんです。そのために、医局のコーナー

に図書を置く病院もあるわけで、図書館の機能を

果たせないところも多く出てくるんですね。だか

ら私は、基準というのは最低基準でも目標にすべ

き基準でもいいから、担当者が図書館の基本的な

枠組みを管理者にアッピールする時の目安のよう

なものであると思っています。私のところでは、

１２月のはじめに第２病院ができ、そこの図書室を

作るために関東地区の大学・医科大学の第２病院

の図書室でモデルになるところはないかと探して

みましたが、ほとんどありませんでした。ですか
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ら、図書館の見直し、あるいは新設の際の目安と

してなんらかの基準があった方がいいと思います

ね。

青山：私は６ヵ月ほど前に、全く予備知識もな

いまま他の部署から図書室の担当者に配置転換に

なりました。現在のような独立したスペースをも

った図書室自体できてから２年とちょっとで、専

任の担当者は私で２人目です。公共図書館とは違

うのだということは薄々わかりましたが、まず、

病院図書室というのが一体どういう機能を果たす

べきなのか、ということがわかりませんでした。

また、自分で病院図書室とは何か、何をやればい

いのかを勉強しようと思っても院内では殆ど情報

が得られませんし、どこに情報を求めたらいいの

かもわからないといった状況でした。

近くの病院図書室をいくつか覗かせていただい

たのですが、かなりの差がありました。業務の細

部に差があるのは当然ですが、図書室の院内での

位置づけや機能面での差があり、何を目標に、あ

るいはお手本にこの仕事をしていったらいいのか

本当に困惑しました。幸い私は病院側に理解があ

り、幾つかの研修会や勉強会に参加することがで

きましたが、やはりそう頻繁には行きづらいもの

ですし、また文献検索や種々の参考業務の必要性

につきましても、特に担当者が新人の場合にはう

まく説明できないこともあって、理解してもらう

のはなかなか大変なことだと思います。

このようなことから考えましても、最低の基準

は欲しいと思うのです。つまり、理想とは言えな

いまでも、病院図書室として認識できる最低の要

素一何を揃えたらいいのか、仕事として何をした

らいいのか、次にこの業務をする上でどこでその

青山真奈美 氏

手段や情報を求めることができるのか、の２点を

担当になった者がとりあえず理解できるようなも

のが必要だと思います。

岡：私は、基準ということを考える前提として、

病院の中でどのようなニーズがどの位あるのかを

考えることが大切だと思います。そこから出発す

れば、必然的にこのような問題に対する解決が生

まれてくると思いますね。

医療を支える者は、医学を支える知識、最低限

の知識が必要なことは言うまでもありません。そ

れを院内で整えて提供していくことが必要なわけ

で、そこに何か最低限のレベルというものがあれ

ば、それが基準になるだろうと思うんです。

ただし、その基準というのはスケールで考えて

一定の値があるということではないのではないか、

いろいろな値が基準として出てきてもいいのでは

ないかと思います。だから、基準というとすぐに

量的な基準に持っていかないで、各施設でニーズ

に合った基準を考える素地を作ることがまず大切

なのではないかと思います。

私のところの病院と梅垣先生のところの厚生年

金病院では、同じようなところもあるが、しかし

また違った側面もあると思うのです。そこでは考

えられるべき基準も当然異なってくると思います。

私の病院では、医療の最前線に立つべき医師達が

十分な知識を得られるよう参考資料としてＲｅｆｅｒ

できることを図書室の機能としてまず考えます。

現在、モノグラフ約１万冊、カレントジャーナル

約２５０種、年間予算千数百万といった状況ですが、

これで果たして十分かということが私どもの基準の

問題になってくると思うのです。だから、これは

基準というよりむしろ要求水準、欲求水準といっ

－ ９２



加島民子 氏 首藤佳子 氏

だ目で見る必要があるのではないかと思っていま

す。それに対してどういう風に具体的に形作って

いくかが話し合われるべきではないでしょうか。

梅垣：私も岡先生のご意見と同じような考えを

持っています。大阪市内の病院をあちこち見せて

いただきましたが、図書室は本当に千差万別です。

その原因を煎じつめていきますと、結局その病院

の院長、あるいは管理する立場にある人たちが図

書室をどのように考えていらっしゃるかというこ

とに行き着くと思います。従って、基準というこ

とを考える場合、図書館司書あるいは担当者が利

用者の要求に応えていく場として図書室をどのよ

うに捉えているか、それをどのように管理者に要

求していくかということがまずスタートになるの

ではないかと思います。それと、初めにも申しま

したが、基準を作る目的は果たしてどこにあるかは

明確にしなければいけないと思いますね。

加島：私は、基準は病院図書室全体の発展のた

めに必要だと思いますね。病院図書室としての機

能を明確にし、できれば簡単な数的な指標もある

といった基準で、大まかに病院図書室の枠組みを

作り、その上で各病院にふさわしい機能が付け加

えられるのが望ましいと思います。

翻 病院図書室の機能をどう考えるか

首藤：病院図書室の基準は簡単な目安を作る、

あるいは病院図書室として認識できる最低の要素

を明確にすることがまず目的といったご意見が多

かったようですが、ではここでもう一度病院図書

室の機能をどのように考えるか、おさらいをして

おきたいと思います。最近ではメディアが多様化

しておりますし、またエンドユーザー向けのデー
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タベース等も数多く作成されてい

ます。従って、図書館の機能も大

変流動的だといえますね。この辺

りをどう考えていくか、その点 も

含めて皆さんのお考えをお聞かせ

ください。

長谷川：基本的には、広い意味

での文献の提供が主な機能だと思

いますね。おっしゃるようにメデ

ィアがどんどん多様化してきてい

ますが、どのメディアを用いるにしろ、文献情報

の提供がまず第一に考えられるべきでしょう。従

って周りの出版状況や情報交換、情報提供状況を

鋭く見ておく必要があると思います。利用者はど

うしても使いやすい方法、一番簡単に、そして完

全に手に入る方法に目を向けますから、そのうち

に図書館は必要ないという風になるかもしれませ

んが、それは司書の問題意識の持ち方次第だと思

います。巾広い情報提供一般に関してアンテナを

張っておく必要があると思っています。

加島：私は１５年ほど前に図書室に就職しました。

全く予備知識がなくて、初めは図書室の仕事は何

をすべきなのか全く知らなかったのですが、ちょ

うど協議会ができたころで、そこでこういうこと

も仕事、こういうことも仕事だよと教えられて次

々と図書室の仕事の内容を増やしていきました。

例えば、相互貸借、マニュアル・オンライン検索、

コンテンツサービス等の仕事がそうですが、この

ことによって、それまでは殆ど利用されなかった

図書室が利用者の情報要求に応える場所としてよ

く使われるようになりました。このように一つ一

つ身につけてきてはじめて、ああ、こういうもの

が図書室の機能、仕事なのだなとわかったように

思います。つまり、文献提供ということをさまざ

まな方法で行うことが図書室の一番の機能だと思

います。

それと、おっしゃるようにＣＤ－ＲＯＭやエン

ドユーザー向けのデータベースの開発が進み、図

書館のあり方自体が問われる時代になってきまし

たが、私は小規模な病院図書室ではそういう進ん

だ技術を積極的に取り入れ、コレクションの不備

を補ったり、文献提供サービスをレベルアップす



ることが大事なのではないかと思います。

現在、私のところではもっと広い意味での医療

情報、院内の医療に関するいろいろなデータです

が、これを図書室で加工して利用者に提供するサ

ービスもして欲しいという話が出ています。実際

には図書室のパソコンを使って院内の医療情報シ

ステムの中継的な役目をするという仕事なのです

が、こんなことも医療情報の提供の一つというこ

とで図書室の仕事と考えてもいいかなと思ってい

ます。

長谷川：コンピュータ化というのは、今後ます

ます盛んになってくるでしょうね。私達の仕事と

もますます密接に関係してくると思います。

奈良岡：文献提供に関して申しますと、私は病

院図書室の機能を考えるとき最も大切なことは物

理的な限界をはっきり認識して、不足分をどう補

うかについての手だてを講じることだと思います。

病院図書室ではその病院で最低限コアになる雑誌

を受け入れ、他は大学図書館や他の病院に依存す

べきでしょうね。図書室はその窓口として機能す

るということです。病院図書室の所蔵量としては、

私は書架スペースが許せばバックナンバー１０年程

度は自分のところで持っているのがいいと思いま

す。

小田中：図書室の主な機能が文献情報提供であ

るということには異論はありませんが、そのニー

ズをどれだけ病院図書室が満たしているか、満た

すべきかという点に関してはいろいろと考えなけ

ればならない問題があると思います。つまり、図

書館を通して提供された文献の数はニーズとして

把握できるけれども、他に流れるものについては

なかなか把握できないということです。例えば、

製薬会社の文献情報サービスの量は私達病院図書

室が扱う量とは比べものにならないほど大量だと

思うのです。事実、協議会会員の中にはオンライ

ン検索にしても製薬会社のサービスには到底太刀

打ちできないとサービスを打ち切ったり、導入を

控えたりしているところがいくつかあります。文

献複写サービスについても同様なことが言えます

ね。つまり、病院職員への文献情報提供の流れの

大部分がこうした製薬会社の活動によって支えら

れている。そのことが今まで殆ど話題にされなか

つた、あるいは図書館側から問題にされなかった

のは少し反省すべきではないでしょうか。

奈良岡：私は製薬会社の文献提供活動は必要悪

だろうという風に考えています。そういった活動

を一切排除したら病院図書室がよくなるだろうか、

利用者にとって望ましいだろうかと考えますと、

どちらとも言えない面があると思うのです。ただ、

少なくともあまり健全な形とはいえませんけれど

ね。

現実には、現在製薬会社の行っているサービス

量を全て病院図書室でまかなうとすれば、まず人

的、予算的な面で可能かどうかという問題がたち

まち起こってくるだろうと思いますね。

実は、私どもの図書館にも製薬会社のプロパー

がよく出入りします。その人たちのことをよく見

ていますと、「質」については若干疑問を感じま

すね。いい文献を適切にサービスしているとは思

えないことも多いのです。例えば、オンライン検

索の場合などは特に感じますが、ユーザーとのイ

ンタビューが不十分だったり、キーワードが適切

でなかったりすることがよくありますね。病院の

図書室では、その辺りを先取りした形で利用者の

ニーズにぴったりくるサービスを考えていく余地

はあるように思います。それと、プロパーが全て

の病院で同じようにサービスしているわけではな

く、やはり片寄りも随分あると思うんですね。そ

の辺りからもまた何か必要かと割り出していくこ

とができはしないかと考えるのですが。

加島：今おっしゃったプロパーのサービスの質

の問題ですが、やはりうちでも同様な傾向にあり

ます。プロパーに頼んだけれどもうまくいかなか

った検索を引き受ける、また他のレファレンスに

ついてもそういう依頼がきますね。従って、良質

の文献提供ということでは、図書館員の資質の向

上を図れば、よりユーザーの要求に合ったサービ

スが可能ではないかと思います。

青山：私も担当になってから、製薬会社のそう

いったサービスを知ったのですが、大変驚きまし

た。プロパーの方の主な仕事は文献提供サービス

なのかと思ったぐらいです。きっと図書室が整備

されていないから、外部のサービスに頼っている

んだろうなと簡単に思い込んでいましたが、実際

－ ９４



にそういったサービス組織の規模や処理能力の大

きさを知ると、正直言ってかなわない、どうした

らいいんだろうって思いました。それでも、そう

いったサービスが一つの目標にはなりましたし、

オンラインの文献検索でしたらできるだけ迅速に

しかも的確にと自分を励ましながらやっています。

文献そのものの提供となるとまだなかなか難しい

ですけれど。

小田中：私は、先程文献流通においては病院図

書室の役割が余りにも小さいのではないかという

ようなことを言いましたが、事実、製薬会社の文

献提供は量だけを見ますと愕然とするような数字

で、何のために図書館をやっているのかという気

にもなります。以前数人のプロパーの方と話す機

会があり、文献複写や検索のことを聞いてみまし

た。細かい数字や経費は省略しますけれど、それ

らの量的規模は私ども協議会の一つの病院図書室

の扱う平均値の約１０倍から１５倍をその病院に出入

りするプロパーは扱っています。大学でも同じよ

うな傾向と聞きました。しかし、皆さんがおっし

ゃるようにサービスの質に関しては図書室が頑張

れる部分が多くあるかもしれませんね。

また、私ども協議会の中には医局に製薬会社の

プロパーが出入りできない病院がいくつかありま

すし、医師のなかにもプロパーのサービスとは無

関係に薬を使いたいという人やそういう方針のセ

クションがあります。また院内には、医師以外の

多くの職種の方たちが働いているわけですから、

図書室の存在意義はやはりはっきりとあると思っ

ています。

それと、「質的基準」についての話が出ていま

したが、私は、これは殆ど図書室を担当する「人」

の能力、資質のことと理解してもいいのではない

かと思います。特に病院の場合は、どのような人

がどのようなことをやるかでその図書室の機能が

全く違ってくると思うのです。従って、病院図書

室の機能を考える時には担当者に関することがと

ても大切なのではないでしょうか。

前にＪＭＬＡ（ 日本医学図書館協会 ）の生涯教

育委員会の資料を読ませていただいた時に、確か

アメリカのようにＪＭＬＡでも「医学司書」の資

格といったものを作ってはどうか、というような

－ ９５－

記事が載っていたと記憶しています。これは、単

に「人を置く」というのではなくて、質的なボー

ダーラインを作ろうというようなものだと思うの

ですが、具体的にはどんなことを考えていらっし

ゃるのでしょうか。

長谷川：おっしゃるように、担当者が１名の病

院図書室では担当者の資質如何で多少の蔵書量の

差はカバーしてしまいますものね。

ＪＭＬＡの「医学司書」に関しては、余り具体的

なことは私にもわかりませんが、要するに、質的

なものというのは教育というものと切り離せない、

ことに現代のように情報環境が目まぐるしく変化

している時代には、質を保つためには自己努力の

みだけでなく、一定の継続的な教育が必要なのだ

ということではないでしょうか。

首藤：病院図書室の機能に関しましては、文献

の提供に尽きるのではないかというご意見が多く

出たように思いますけれど、この面に関しまして

はかなり競合するサービスも多いですね。病院図

書室固有の機能、病院図書室のアイデンティティ

ーについては何かご意見がありませんか。

小田中：文献の提供は病院図書室の最も基本的

な機能ですけれども、病院の中での快適な読書環

境、よい意味でのアカデミックな雰囲気づくりも

やはり捨てがたい役割だと思います。病院ではな

かなかスペースが取れないのですが、基準を考え

る時にはこういった要素も充分に盛り込んでいく

必要があるのではないかと思います。また、基準

とは直接関係ないかもしれませんが、もう一つ、

例えばペイシェントライブラリーのように、医療

の中ヘー歩踏み込んだ図書館活動にももっと取り

組んでも良いのではないかと思います。

青山：少し論点がずれるかもしれませんが、私

は病院図書室のアイデンティティーについて二つ

の方向から確認する必要があるのではないかと思

っています。一つはまず一般的に病院というもの

の中での図書室の必要性、存在意義をきちんとす

ること、もう一つは具体的な業務を通じて、母体

である各組織の中でどういった役割を担うのかと

いう角度からの確認が必要だと思います。この辺

りがしっかりとしていれば、例えば文献の提供な

どの競合する外部のサービスがあっても病院図書



室のアイデンティティー自体が揺らぐことはない

ように思います。

翻 ニーズの捉え方と基準

首藤：ここで、図書室の持つべき機能、基準と

ニーズの関係についてちょっと触れてお きたいん

ですが、例えばニーズの捉え方やそれと図書室の

機能や基準との兼ね合い等についてご意見のある

方、どうぞ。

加島：私のところでは、先にもいいましたがニ

ーズから図書室の仕事を作っていったわけではあ

りません。まず相互貸借を始めまして、当初はこ

んなサービスを利用する人がいるのかしらと不安

だったのですが、初めの年は５件で、２～３年後

には５００件位に増えてきました。オンライン検索

についても同じように利用が増えています。つま

り、サービスを提供してはじめて、ニーズが堀り

起こされるということを身に泌みて経験しました。

ただ、これからは私のところのような中規模病

院では経営がなかなか大変になってくるのではな

いかと思いますので、理想としての図書館の持つ

べき機能と現実とをどう調整したらいいかちょっ

と悩んでしまいます。

奈良岡：フレッシュマンの青山さんなども２～

３年 もキャリアを積めば、経験から利用者要求を

かなり具体的に把握できるのではないかと思いま

す。しかし、その要求には本来図書室で行うべき

ことではないものも多く含まれています。それを

どこ迄やるかが結局は問題なのです。アメリカの

質的基準を見てもわかりますが、今日本で病院図

書室の仕事の内容として何をやるのか、それをど

の位までやるのか、あるいはどこまでできればい

いのかという問題が、とりもなおさず「基準」と

いうことだろうと思いますね。

小田中：私は、ある要求があるからサービスを

するというのではなくて「供給が需要を生む」、

つまり要求を生み出すサービスのあり方、機能が

先に考えられてもいいのではないかと思います。

例えば、病院が「知識は力である」という認識や

ポリシーを持って、積極的に図書館を生涯教育の

場として活用する場合などですと、図書館機能を

利用することを教育していく、その結果がそれぞ

れの生涯教育ともなるという風になると思うので

す。

それと、先に岡先生がいわれました一般的な基

準というものと個々の病院での基準ということに

ついてですが、私は病院図書室はさまざまな個性

があってしかるべきだと考えています。従って、

一般的な基準をベースにそれぞれの病院で担当者

や管理者、図書委員会等が院内のニーズや設置主

体の目的に合った具体的なポリシーを持つことが

大切ではないでしょうか。基準を作る場合にも項

目や数値等そういった個別性を生かすことができ

るようなものが良いと思いますね。

首藤：長谷川さんにお聞きしたいのですが、今

の小田中さんのお話にもでてきましたけれど、基

準を作ります時に一番始めに考えるのが「項目」

をどうするか、あるいは数値的なものを挙げると

したらその根拠をどこにおくか、だと思うんです

ね。アメリカの基準、日本病院会の基準案につい

て、その辺りのことをご存じでしたら参考のため

お聞かせ下さいませんか。

長谷川：現在、日本には一般病院、精神病院を

含めまして約９．８００位の病院がありますが、病床

数で見ますと、３００床以下の病院が８０％以上占め

ており、４００床台まで含めますと９０％を越えてし

まいます。それで、日本病院会で作った基準は大

体３００床の病院を基準化設定の基本としてありま

す。実際には３００床以上でも以下でも一つの目安

となるように設定されていますが、図書室として

機能するための人的要素、物的要素、業務内容、

環境設定などの面から項目を割り出して、あの形

にまとめたものです。

アメリカの場合は、もうすでに質的な基準はＪ

ＣＡＨ（ ＪｏｉｎｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｎＡｃｃｒｅｄｉｔｉｏｎｏｆ

Ｈｏｓｐｉｔａｌｓ）などでありましたので、その質的な

基準を満たせば、果たして充分な図書室サービス

が行えるか、蔵書数がどの位あればよいかという

ような計量的な基盤を掴む必要があるのではない

かということで、病院図書室の量的基準の最少限

度ということをかなり意識して前面に打ち出して

作成したようです。基本的な数量というのは、Ｒ

ＭＬ（ＲｅｇｉｏｎａｌＭｅｄｉｃａｌＬｉｂｒａｒｙ）や地方の病院

図書室などの調査を実施し、ＭＬＡ（Ｍｅｄｉｃａｌ

９６



ＬｉｂｒａｒｙＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）のメンバーで２年間で９

回にわたる試案を送付して「項目」といいますか、

キーポイントを決定して、コンセンサスを得たと

いうことです。やはり２００床以下の病院が７０％を

占めていますので、基本ラインとなる設定も１００

床以下から出してありますし、これから図書室を

作ろうとする場合の参考にもなるように作成され

ていますね。ただ、作成されてから時間が経って

いますので、改定した方が良いという声も出てい

るようですが。
翻 基準に効力を持たせるには

首藤：ありがとうごさｌ ま^した。基準はそれを作

る過程も大切ですし、また作成自体大変な作業だ

と思いますが、作った後でそれがどのように効力

を持って守られるか、また継時的にどうチェック

して一定のレベルを保っていくのかが、また問題

となってきます。そこで、基準はどこで、誰が作

成すれば効力を発揮できるのか、各施設ではどの

ように取り扱われるのが良いか、等に話題を変え

たいと思います。その点につきまして如何でしょ

うか。

奈良岡：私は今すぐ病院図書室はこうあるべき

だという法的強制力を持つ基準を作る、あるいは

病院の設置基準として国が行政指導をするといっ

たことは望むべくもないと思いますね。それで、

病院図書室に関係している人たちがまず基準のよ

うなものを作ってみる。その際、誰が作るかが問

題ではなくて、それがどの位コンセンサスを得ら

れる内容なのかが問題なのだと思いますね。そこ

がベースになって、そこから動けばいい、という

風に考えます。そういう中で、当然基準の見直し

ということが出てくるわけで、その時にはこの協

議会とかあるいは病院図書室研究会であるとか、

そういうところで実態調査を行って見直しの材料

にすればいいと思います。そうすれば、初め叩き

台であったものが、強制力はないけれどもだんだ

ん自主規制のように自分で自分を高めていく基準

になっていくと思うのです。つまり、まず基準と

いったものを作成する意味を大切にしたいと思い

ます。

小田中：基準を作る時にまず考えますのは、お

っしゃるようにそれに法的な強制力を持たせるの

か、それとも各施設で目標とすべき、いわば指標

－ ９７－

と な る もの を作 るの か とい うこ とだ ろ うと思 う の

で す。 私 もい きな り法的 な強 制力 を持つ もの を作

るの は無理 だろ うと 思い ま す ね。 さし あた り、 そ

れぞ れの 施設 が主 体性 を持 って 取 り組 める目 標 値

とし て提 示し て い くのが 妥 当 で はない でし ょ うか。

岡 ： 私 は、例 えば このような 場でし篤’ヽ、基 準が 話

し 合 わ れ、 そ れが 望 まし い とい うこ とにな れ ば病

院団 体 等へ 働 きか け るこ とが ま ず出 発点 だろ うと

思い ま す。 実際 に そ うい う案 を送 り、 説 明す ると

い っ た 具 体的な アク ショ ンが あ れば、 徐々 に 守 ら

れ るよ うに な るの で はない か と案 外楽 観的 に考 え

てい ま す。 とい い ま すの は、 今 病 院が セレ ク ショ

ン され る時 代 にな って きて い るか らで す。 地 域医

療 計 画 等が 推進 されて く れば 、あ る水 準以 下 の病

院 はど ん どん淘 汰 さ れてい く だ ろう と思 うか らで

す。 だ か ら、 ど うし て も医 療 環境 を整 備す る とい

う ことが 至上 命 令 になっ て く るん です ね。 私 は先

程ニ ーズ とい うこ と を出し まし たが、 そ れを先 取

りし て引 っ 張っ て いく 基準 とい う ものが、 今 のよ

う なア ク ショ ンを 起 こす こと によ って 出て く るの

で はない か と楽 観し て い る わけで す。

加 島 ： 私は そう楽 観 的で は あ りませ ん。 私 は病

歴 と も関 係して お り ます ので、 ど うし て も比 較す

る ので すが 、 病歴 管理 の方 も１５年 位 前は実 施し て

い ない と ころ が殆 どだっ たの で す。 そ れが 、 通信

教 育制 度 な どの効 果 もあ って か、 こ の１５年 で大 変

普 及し て きて い ます。 それ と協 議会 の１５年 を 考 え

合 わ せま す と、 図 書 館 の方 は歩 みが 遅い とい い ま

すか、 な かな かあ る程度 の レベ ルに まで 標準 化 さ

れない 、 なぜ だ ろ うと 考 えて し まい ま す。

一つ に は、 病歴 の 方 は病 院 の職員 が 情報 の生 産

者 に もな る のに 比べ て、 図書 の 方 はた だた だサ ー

ビ スを受 け るだ け のセ ク ショ ンで あ るとい うこ と

に関 係が あ るか もし れ ない。 また 最近 の若い 医 師

は割 に上 手 くサ ービス を受 け ますが 、 私が就 職 し

た当 時 はサ ービ スを受 け るこ とを 大変 恐縮に 思 う

医師 が 沢山 お ら れまし た。 だ か ら、 図 書館 の イメ

ージが た だ本が 沢 山あ っ て、 閲覧 す る場所 で、 い

ろい ろ な サ ービ スを受 け る場 所 では ない とい う風

に考 え られて い るとい う こ と もあ るか もし れ ませ

ん 。 この 間、 名 古屋で 研 修会 を 開い たので すが 、

参 加した人の 感想の中 に一 般 病 院で「図 書室が 求 め



る人に求める情報を提供する場所である」といっ

た発想があることにカルチャーショックを受けた、

という医師の感想がありました。だから、「病院

図書室」といった時に病院職員や周りの人たちが

受けるイメージはまだまだ旧態依然としているの

ではないかと思います。これが、基準が理解され

るには大 きなネックとなるのではないかなと思い

ます。

岡：それは、「図書室」というからいけないん

です。ライブラリー、図書館と呼んだ方がいいと

思います。「図書室」というと、小さな部屋で本

を置いてあるところという風になってしまう。病

院図書館とお呼びなさいよ。

それと病歴と比べてなぜ図書館が立ち遅れるか

といいますと、図書館ではお金がもうからないか

らです。病歴だとお金がとれる場合があるんです

ね。

もう一つの理由として図書館が病院のどこに所

属するかという問題もあると思います。私は医療

関係の中に含ませるべきだと思っていますが、必

ずしもそうはなっていない。この辺りはもう一度

よく考えてみるべきところだと思いますよ。

梅垣：岡先生はかなり楽観してらっしゃるとい

うことですが、私は非常に厳しいものがあるので

はないかと思います。と申しますのも、病院とい

うのはおっしゃるようにまず生産性を考えますか

らね。新しいことに取り組む際にはまず生産性の

高いものから手をだしていく。図書館は全く生産

性がないですから、従って、どこ迄やれば整備さ

れたといえるのか判断するのが大変難しいと思う

のです。本当に管理者の考え方、認識の程度にか

かっているといえます。そこでは、院内職員が図

書館の利用をどのように考えるか、また担当者が

図書館に対する認識を高めるためにどのようなＰ

Ｒをするかが最も重要なことだと思うのです。

院内の医師の立場に立って考えてみますと、多

分楽をして情報を手に入れたいというのがまずあ

るでしょうね。最近は、忙しい中で本を調べ、本

を読む労力といったものを惜しむ傾向があります。

そのため、必ずしも図書館を利用して情報を手に

いれるとは限らないと思いますね。このような中

で図書館に対する認識を高めるというのは、言う

は易く行うは難しという気もします。

岡：私も梅垣先生も管理をする立場にあります。

管理というのは行政と同じことなのです。実際は

行政に管理される立場にもあるのですがね。それ

はともかく、行政といいますのは、下から突き上

げられてはじめて動く、これははっきりしていま

す。だから、アクションを起こすということが管

理者、行政を動かすという意味で私は楽観してい

ると申し上げたのです。そういうことをしていく

うちに、はじめは理解を示されなかった院長先生

方も何かしらきちんとしなくては、理解をしなく

てはという気になってくる。そういう風に楽観し

ないと動けませんよ。

首藤：長谷川さん、アメリカの場合にはどうな

っているのでしょうか。

長谷川：ＪＣＡＨが関係してくる話になります

が、病院の一部門として病院図書室の基準が病院

そのものを評価する１つのポイントとなっている

ようですね。図書館のサービスはもちろんのこと、

それがきちんと機能しているかどうかを各病院の

レフェリー委員会で毎年見直しなさいという風に

なっている。かなり厳しいもので、ＪＣＡＨでは

これを点数制にして自分のところでチェックでき

るようシステムを作っています。つまり、他力本

願でなく自分のところで努力して機能がアップす

るように考えられているようです。

日本で、例えば病院の中での効果的な運用とい

うことでしたら、まず ユ゙ーザー、図書委員会があ

ればそういうところでチェックすべきでしょうね。

その際、大事なことは経理面で力を持った人を１

名必ず入れることだと思います。現在、病院の中

の図書委員会にはそういうところが欠けているよ

うに思うのです。利用者側は良いサービスを受け

られるならということで割に簡単に事が進むので

すが、実行に移す、あるいは予算的な面で細かい

ステップを踏んで事を運ぶ、フォローするといっ

たことが経理的な裏付けがないと難しいと思いま

す。

回 ネットワークとは何か

首藤：病院図書室の基準につきましてはこの位

で、次のテーマ、病院図書室のネットワーキングに

－９８



移りたいと思います。最近、「ネットワーク」と

いう言葉が流行のようで、本当によく使われます。

そこで、まずネットワークという言葉が何を指し

ているのか、私達の図書館ネットワークというの

はどういうことなのか、について少し整理してお

きたいと思います。

小田中：ネットワークというのは、大変便利な

言葉で最近特によく使われる言葉ですね。個人、

あるいは団体が自主的に集まって一つの組織を作

り、それをネットワークと呼んでいるようです。

一般的にネットワークという場合には大きく分

けて二つの形態があるようです。１つは情報・生

産のネットワーク、つまり企業とか行政、既成の

機構などが生産や管理の効率を高めることを目的

としてネットワークを形成することがあります。

もう１つには市民運動のようなネットワークがあ

って、これはイデオロギーを超えて共通の資源の

共有とか個人的な相互協力のために情報の交換を

し合って、ある共通の目的に向かって進んでいこ

うとするものです。ネットワークのもつ性格とし

ては、前者は統制的でシステマチックですが、後

者は自主的な参加、相互補完の関係が強いと思い

ます。

図書館でもネットワークという言葉は従来から

よく使われています。相互協力活動、文献情報シ

ステム、コンピュータ・ネットワーク等さまざま

な意味を込めてネットワークという言葉が使われ

ています。私は、図書館のネットワークといった

場合、共通の目的達成や情報交換の参加型の関係

という意味では市民運動的なネットワークという

性格が強いと思いますが、それだけでは個々の図

書館機能のレベルアップに責任ある役割を果たせ

ないため、個々の図書館のサービス、機能の効率

化を求めるような情報・生産のネットワークの側

面もあると思います。

奈良岡：確かに、日本で発表された病院図書室

のネットワークに関する論文、報告を読みますと、

ネットワークの定義が一致していないと思います

ね。ネットワーク（ 網 ）とコンソーシアム（協会・

協議会・委員会 ）が混同しておりますし、それと

は別に文献流通網としての「学術情報システム」

等があり、その持つべき基本的な機能についても

－９９

一定した論理は見受けられませんね。

私は図書館ネットワークというのは、狭い意味

では文献情報の流通網を指すと思いますが、広い

意味では文献流通のみならず相互協力全般、例え

ば参考調査の回付や相互研修、コンサルテーショ

ン等の機能も含めて考えられているのではないか

と思います。

長谷川：私は、図書館ネットワークというのは、

端的に言って文献の相互利用だと言っていいと思

います。まずそう考えるのが一番わかりやすいし、

ネッ、トワークの基本を言い表していると思います

ね。

梅垣：図書室の業務に一番求められる内容はそ

れでしょうね。

加島：そうですね。協議会でもいろいろな事業

をしていますけれども、目録を作るからデータを

提出してくれるように依頼しますと、他のアンケ

ートや調査よりもずっと回答率がいいんです。や

はり自分も参加して、それで他のところの資料も

使わせて欲しいという、これがネットワークの基

本かなと思います。

長谷川：具体的に自分の図書室にプラスの方向

でネットワークに参加して行き、協同で省力化で

きるもの、あるいは有効利用できるものを段階的

に見つけ出していくような方法でネットワークを

拡げていけたらいいと思います。

岡：ネットワーク、ネットワーキング。ネット

ワークというのはくもの巣を作るように網組織を

作ることですよ。この場合、それに参加するメン

バーは等価値を持っている、網の目の行き来が一

方的ではない、それでお互いに補い合ってある仕

事をしていこうとするものだと思いますね。シス

テムというのはヒエラルキー型のものを指してい

ると思いますよ。

ネットワークを作る時に私が一番言いたいこと

は、それがルーズコネクションであるということ

です。こういうものは余りタイトにやると上手く

行かないと思いますね。お互いが出来ることをそ

れぞれ提供しあって上手くやるということが大事

だろうと思います。



翻 各団 体のネットワークの意味するもの

首藤：今、ネットワーク、図書館のネットワー

クは何を指しているか、等についてお話いただき

ましたが、具体的に「ネットワーク」活動を行っ

ている、あるいはネットワーク形成を目指してい

るところのお話を聞いてみたいと思います。

ＪＭＬＡが「病院図書室を含むネットワークの

形成」という方針を出されましたが、この場合の

ネットワークという言葉の内容はどのようなもの

をお考えなのでしょうか。

長谷川：スタートの時点でのネットワーク形成

の検討委員会の説明では、「最新の医学知識・情

報を、病院を始めとする最先端の単位機関まで流

布しうるシステムを形成すること～」というよう

なことだったと思うんです。つまり、ＪＭＬＡは

ヒエラルキーといいますか階層的といいますか、

例えば、大学を含めて４段階のシステムをつくる

というような具体的なことはこれから決めていこ

うというようなスタートだったと思います。

その後何年か経ちまして、今各地区で地区内の

病院図書室とコンタクトをとぅていこうか、とい

う風になっているのだと思います。従って、具体

的にはまだネットワークをどういう形にするか、

方針が出ていない状況です。

奈良岡：長谷川さんのおっしゃる通り、明確な

ものはまだ打ち出されておりませんし、まだその

段階にまで至っていないと思います。その端緒と

して、地区単位での大学と病院の相互理解という

ことが始められたところでしょう。１９８１年に「病

院図書室を含むネットワークの形成について」と

いうアンケートが大学医学図書館の主任司書、１０

年以上のキャリアのある図書館員に出され、その

結果が雑誌「医学図書館」に掲載されました。そ

の中で「私は不勉強で病院図書室のことを余り知

らないのですが～」という断わり書きを書いてい

る人がかなり多いのです。このような状況はその

後も殆ど改善されていないと思います。

日本では、ご存じのように国立医学図書館が全

国に文献の提供をする環境にありません。従って

ＪＭＬＡのような等質集団が結成され、その中で

の「互恵互助の原則」に則った文献の相互貸借活

動が生まれたのだと思います。ＪＭＬＡが病院図

書室に対する文献情報の提供を決議したのは、国

立医学図書館のない我が国では医学情報を網罹的

に所有している大学医学図書館が情報を提供すべ

き使命を持っているという基本理念に基づいてい

ると思います。

首藤：つまり、はっきりとはしないけれども、

どうもヒエラルキー型の文献流通網を各地区で作

ろうとしてらっしゃる、ということですね。近畿

病院図書室協議会も病院図書室同士の一種のネッ

トワークですが、小田中さんその辺りについては

如何ですか。続いて、栃木県でネットワーク活動

を始められた奈良岡さんの方からもお願いします。

小田中：病院図書室はご存じのように病院間の

格差が大変大きいのですが、私はそのような格差

をそれぞれが個性を持っているという風に好意的

に解釈したいと思っています。例えば、あるとこ

ろには大変優秀なライブラリアンがいる、あると

ころはスペースはないけれども最新の情報機器が

整備されている、あるいはスペースが豊かにあっ

て所蔵資料が多い、等ですね。そういう個性をま

とめて１つのものとしてうまく機能する、ヽ相互に

補い合う、そういったことをまとめていく、調整

していくというのがネットワークとしての協議会

活動の基本だと考えているのです。

実例をあげますと、今協議会にはいくつかのサ

ービスセンターがあります。コンピュータファイ

ルセンターだとか、ＢＬＬＤセンター、その他に

も４つ程のセンターがあります。私は、ネットワ

ークとして協議会活動を強化するためにはそのよ

うなセンターの数を増やしていきたいと思ってい

ます。どんなささやかなことでもいいから、協力

できることがあれば受け持っていく、それが集ま

れば一つの大きな力になるのではないかと思うの

です。もともと強い強制力を持つ団体ではありま

せんので、総合目録などでも諸々の事情から参加

できない施設もあります。しかし、できるところ

から実施して徐々にその数を増やしていけると考

えています。つまり、個々の図書館は１つ１つの

個性を生かし、単位としての独立した図書館の機

能を果たしつつ、ネットワーク全体の中でも機能、

役割を果たしていくという風にイメージしていま

す。

１００ －



奈良岡：私のところ、栃木県では病院の図書館

活動が非常に低調でした。２、３の活発なところ

はありましたが、各々が点でしかなく、それがな

かなか線につながらない、もちろんネットにはな

らない状態だったのです。ある病院の方が私のと

ころへ相談に来られまして、その時はまず病院同

士で連絡をとりあったらどうかとアドバイスした

のですが、やはり資料面での援助が欲しい、文献

提供サービスも図書室の仕事として位置づけたい

ということで勉強会から始めました。そのうち、

これを何とかシステムとして動かしたいという話

が出てきまして、主任司書や図書館長も積極的に

協力してくれましたので、県下の総合病院に案内

を出して、正式に発足しだのが去年の１０月でした。

団体加盟にはなかなかしにくかったのですが、病

院図書室の底上げが必要だと思いましたので、機

関加盟ということになりました。

現在文献入手に必要な手続きを書いた「相互協

力ハンドブック」を作り、お互いにこんな方法で

文献のやり取りをしようということを知らせてい

ます。また、「会報」の発行をはじめまして、会

の活動を前もって会員に知らせる、幹事会報告を

載せる等のことをやっておりますが、その他、会

員間のフランクなコミュニケーションの場として

の機能も持たせたいと思っています。

現在のところは主として文献の相互貸借を主と

した協議会ですが、大学医学図書館が２つ、支援

図書館として協議会に参加しているのが大変強み

だといえます。この他にも参考業務に関する援助

等のコンサルテーションも考えています。

加島：協議会のことについて少し補足しますと、

私達が協議会を設立した時、ＪＭＬＡの近畿地区

の方たちには本当にお世話になったのですが、そ

の当時は病院図書室で入手したい文献はまず地区

の病院図書室同士でカバーし合い、ない場合には

近畿地区の医学図書館へ、そこにもない場合には

他地区のＪＭＬＡ加盟館へ依頼するようにと指導

を受けました。今も私達はそうしています。

その後ＪＭＬＡで病院図書室を含むネットワー

クの話が出ましたおり、協議会でもそれを受けて

早速「ネットワークに関する専門委員会」を作り

ました。今から１０年近くも前のことですが、会員

病院の管理者、図書室担当者各４名づつの委員会

でした。そこで一番話題になりましたのは、病院

図書室に対する文献の安定供給を計るにはどうし

たらいいかということと、協議会のようなネット

ワークに入っていない、あるいは入れない病院に

対する文献供給はどうしたらいいかということで

した。

その中の話の一つが、当時の京都南病院院長小

河先生が「医学図書館」に投稿された「公的な情

報網の確立を」という論文の中味です。確かにＪ

ＭＬＡは、文献提供に関して多大な貢献をしてこ

られたけれども、やはり「互恵互助」の精神で成

り立っている、その中で病院が一方的に文献提供

を受けるのは、お互いに何かと不都合も起きてく

る。システムとして保障され、公的に補完される

ものとはいえないのではないか。従って、病院で

本当に必要なのはやはり「公的情報網」で、安定

して文献入手が保障されることだという点につい

てはみんなの意見が一致しましたが、また疑問も

出されました。このような公的なヒエラルキー型

の情報システムはうまく機能しなかった時には大

変困る、という統制型の情報網に対する懸念とこ

のようなものが出来るのを待っていてはとても今

の役に立たないという意見でした。それで、協議

会では一方では公的な情報網の必要性を踏まえつ

つ、地域においては地区医学図書館協議会の協力、

支援を得て文献の確保をする、病院図書室同士の

資料の共同利用を推進する、といった２重３重の

備えをしているわけです。アメリカではＮＬＭや

ＲＭＬ、ＲｅｓｏｕｒｃｅＬｉｂｒａｒｙがあって、システ

ムがはっきりしているわけですが、それでも充分

ではないということで、コンソーシアムができて

いますね。アメリカのコンソーシアムでは、資料

の相互利用、レファレンスサービスの分担、重複

雑誌交換、研修活動、ニュースレターの発行等事

業計画としていますが、私達の協議会も大体同じ

ような事業を行っており、文献流通のネットワー

クを形成しているとともに、一種のコンソーシア

ム的な役割も合わせ持っているといえると思いま

す。

－１０１ －



翻 ネットワークにおける地域性

首藤：ネットワークに関する一つの考え方とし

て、狭い日本で各地域に分ける意味があるのか、

あるいはコンピュータや通信技術等の発達によっ

て地域性の持つ意味は薄れてきたのではないか、

という意見が最近よく聞かれるようになりました。

現在、ＪＭＬＡの方針もあって、日本各地で地

区単位でネットワークが形成されようとしていま

すし、また、それとは別に各地域別の病院図書室

の団体もいくつかできておりますが、ネットワー

ク形成における「地域」の持つ意味についてどう

お考えでしょうか。

長谷川：ＪＭＬＡで地域といっておりますのは、

まずまとまり易い、また顔を合わせ易いというこ

とからきていると思いますね。情報収集について

もその方がいいのではないかと。それと、ＪＭＬＡ

の中で、病院図書室でまず集まりなさいよ、とい

う発想がどこから出て きたかといいますと、例え

ばＪＡＭＡ、ＬＡＮＣＥＴ、ＮＥＷ ＥＮＧＬＡＮＤ

ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ ＭＥＤＩＣＩＮＥ のようなコ

アジャーナルの、それも新しいものがどんどん病

院図書室から大学へ複写依頼される。このような

ジャーナルは病院のなかで所蔵しているところが

ある筈だ。なぜ、そういうものを病院図書室同士

でカバーし合わないのか、ということがあったと

思います。まず病院図書室同士の自助努力があっ

て、それでもどうしても手に入らないもの、特殊

なものは大学がサポートする、それが一つのやり

方というものではないかという考え方ですね。

首藤：青山さんは近畿地区外からこの協議会に

参加なさいましたが、その際地域ということをど

のようにお考えでしたか。

青山：病院図書室の仕事をやっていく上で、こ

れはとても一人でジタバタしても追いつかないと

思い、私がまず探したのが病院図書室に関係のあ

る団体です。日本医学図書館協会、病院図書室研

究会、東海地区医学図書館協議会、近畿病院図書

室協議会などですね。やはり、一番はじめに考え

たのは地区の組織です。しかし、同じ医学関係の

図書館といっても、その規模や内容の違いは歴然

としていましたし、自分のところと余りにもかけ

離れた内容の図書館団体に入って、果たしてやって

いけるだろうかと心配にもなりまして………。 結

局のところ同じ病院図書室の団体ということで、

この近畿病院図書室協議会に入会させていただき

ました。

業務上のノウハウや情報の交換という人的交流

を考えましても、また文献の流通・入手という点

でも、やはり地理的に近い方が何かと都合がよい

でしょうし、地域というものの必要性は感じます。

ただ、とりあえず担当者がひととおりの知識なり、

処理能力なりを身につけようとする場合には、地

域に限らず広く手段なり情報なりを求めたらよい

と思います。その上で、直接業務にかかわるネッ

トワークということになれば、改めて地域という

ことがクローズアップされてくると思います。

奈良岡：先程、加島さんがおっしゃったように

日本には文献提供を保障するもの、国立医学図書

館がない、制度として文献提供を保障するものが

ないわけです。従って、お互いに文献をやりとり

して保障し合うものが要る、つまり任意団体です

ね。この代表的なものがＪＭＬＡだろうと思うん

です。このような任意団体は強制力を持ちません

から、各館の事情によって対応がマチマチになっ

たり、雑になったりする。このようなことからし

ますと、ネットワークを作って文献やサービスを

保障できるのは、やはり「地域」ではないかなと

思いますね。小さな範囲で一定の取り決めを行う。

そうしますと、大きな範囲でやるよりもずっと実

効性があると思います。

栃木には、独協医大、自治医大の２つの大学が

あるんですが、県内の病院で欲しい文献のほぼ８５

～９０％はこの２つの大学で賄えるのではないかと

思います。あとの１０％は他県の大学に依頼しなく

てはなりませんが、独協・自治にあるものは何ら

かの形で保障できますし、また県内の総合病院に

は２つの大学の卒業生が多く行っているわけで、

この点からも大学がこれらの人たちをサービスの

対象とするのに違和感がないのです。

ＪＭＬＡでは８地区という風にして病院図書室

とのネットワーク形成を推進するということです

が、これは県単位でもいいと思いますよ。ただ、

ＪＭＬＡは地区制をしいているため、県単位ではな

かなか実効力を持てないとか、比較的ものごとを
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執行しやすいのが地区単位であるとか、そういっ

た理由でそうなっているのだと思いますね。

岡：今、地域ということが話題になっています

が、私はやはり顔を合わせることができるのが一

番だと思いますよ。電話とか映像ですらまだるっ

こいでしょう。何よりも触れる感じ、ｓｈａｋｅｈａｎｄｓ

が大事だと思いますね。そこから、あれもやりま

しょう、これもやりましょうといって活動を進め

ていく、これが一番いいんじゃないかな。

首藤：さて、このように病院図書室のネットワ

ーク化が進んでいますが、その歩みは思ったより

遅いようにも思います。図書室がネットワークに

参加できにくい要因が何かしらあると思うのです

が、それは何か、また解決策といったものがある

とすれば何か、ご意見を伺いたいと思います。

奈良岡：私は、まず担当者の意識が最も大きな

ウェイトを占めると思いますね。担当者が相互協

力の必要性について認識すること、これを管理者

に働きかけることが必要だと思いますが、ここで

問題になるのが病院の図書室担当者の勤務形態で

す。本当に兼務が多い。実際に相互貸借を始める

と、窓口になるのは担当者ですから、借りる場合

にも貸す場合にもこの人たちにはより一層の認識

が求められるわけです。その辺りが解決すればか

なり問題は解消するのではないでしょうか。

もう１つが、それをバックアップする管理者の

理解です。他館との協力なしには図書室が十分に

機能し得ないことをはっきり認識し、担当者が外

部との連携を取りやすいような種々の配慮がなさ

れるべきだと思います。

それと、ネットワークを形成したあとのことに

なりますが、文献の流通を考えるとき、構成メン

バー間の最低のルールはお互いの合意のもとに作

られるべきだと思います。また、それの運用に関

しては柔軟性が必要で、ルールの意義を認めつつ

も、個々の対応に関してはある程度の違反を認め

ていく、例えば文献が緊急に必要な場合にはそれ

に応じた処理をしていくこと等が必要なのではな

いかと思います。

小田中：私は、やはり病院図書室の基準と密接

に関係してくると思います。図書室の仕事が何な
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のかをはっきりさせること、それに必要な最低の

図書室の要素を整備することがまず大事なのでは

ないでしょうか。担当者がいない、それから独立

した仕事として認められていない、独立した部屋

もない、といったところはなかなか参加しにくい

と思いますね。

回 望ましいネットワークとは

首藤：病院図書室のネットワーキングはまだま

だ難しい問題を抱えてはいますが、これを進めて

いくに当たって、病院図書室にとって望ましいネ

ットワークというのはどういう形だと思われます

か。

奈良岡：手前味噌になりますが、活動を始めた

私ども栃木県のネットワークが本当に実効力を発

揮すれば、かなりいい形の大学・病院のネットワ

ークになると思います。先程の地域的なネットワ

ークの必要性とも関係しますが、このような限ら

れた地域の中ですと大変実際的なネットワークが

組めますし、また質を余り考えないでもやってい

けます。

それと、これはＪＭＬＡの中の話ですが、ＪＭ

ＬＡ加盟館では対応のいいところほど「ねらい撃

ち」にされるということが起きます。例えば、あ

る大学の相互貸借係の対応がとても良くて迅速に

複写サービスをしてくれるということになります

と、そこに向けて複写依頼が殺到するといったこ

とが実際に起こるわけですね。そうしますと、と

ても対応しきれなくなる、あるいは被害者意識を

持つようになる。極端な場合には、シャットアウ

トする、ということもあり得ますね。

だから、地区、地域を超えてサービスすること

は、時としてその館のｃａｐａｃｉｔｙ を超えてしまい

かねないのです。その点、栃木県のように小さい

単位で文献の相互利用をするのが安定しています

し、また何かにつけきちんとやれるということで

いいと思っています。

首藤：一つ質問させてください。地域の大学図

書館がサポートしてくださるのは病院図書室にと

ってありがたいことなのですが、代行主義に陥る

危険性はないでしょうか。

奈良岡：そういうことはないと思いますよ。栃



木県の場合は近病協とは違い、組織的にも活動の

面でもこれからという所ですが、参加して初めて

自分の仕事が見えてきたという方も多いのです。

最近では基準に関する話もぼつぽつ出しています

し、当面は病院図書室、特に担当者のレベルアッ

プに効果的だと思っています。いずれ総合目録の

編集や分担収集などがしっかりしてくれば、大学

は後方支援として明確に位置づける時期が来ると

思います。

小田中：望ましいネットワークのあり方を描き

切るのはちょっとむずかしいですね。その時その

時の情勢に応じてネットワークのあり方も変わっ

てくるでしょうから。それで、差しあたりの将来

に限って考えてみたいと思います。私は現在協議

会活動に関わっていますので、協議会のことを考

えてみます。協議会では今まで資料の共有という

ことを活動の中心においてきました。しかし、私

はそれを進めて業務内容についても共同でできる

ようになればいいなと思っています。例えば、目

録作業ですとか、奈良岡さんがおっしゃった参考

業務に関することだとか、あるいは分担収集・分

担保存などです。今、会員の中からは協議会で病

書館業務のコンピュータソフトを共同開発しては

どうか、という話も出ています。実施にあたって

は、機種の統一とかさまざまな問題がありますが、

まるで不可能な話でもないように思います。この

ような活動を通して、将来は知識やノウハウの交

換などができるようになったらと希望しています。

協議会では、このようなネットワーク活動を考

えるために２年前から「ネットワーク研究班」を

作りました。業務の傍らいろいろと調査研究しな

ければなりませんので、なかなか進みませんが、

病院図書室にとってどんなネットワーク活動が必

要で、またどういう方法でやればよいか等そちら

の方でも考えてみたいと思います。

長谷川：私もネットワーク活動に関心を持って

いますが、大学図書館は「教育」という面があり、

病院図書室では「診療」が優先されるという事情

があり、また一人で何もかもこなさなければなら

ないということで、情報の接し方に根本的な違い

はないのですが、やはり病院図書室同士ですと勘

と経験で分かり合える部分が多いような気がしま

す 。 です か ら、 率直 な 感想 を申 しま す と、 まず病

院図 書室 は 病 院図書 室同 士 で集 ま るこ とが 一 番の

早 道 で はない か と思い ます。 そし て、 病 院図 書室

の 限 界 とい う もの を明 らか にし た上 で 、 ど うい う

バッ ク アップ が 必要 かを ア ッピ ール し てい け ば良

い と思 い ま す。

加島 ： 私 も、 現時点 で は まず 病 院図 書室 同士 の

集 ま りを 作っ て、 大 学図 書 館や 他の 情 報 機関 との

連 携 を図 る、 文 献流 通 ネッ トワ ー クを 組 むの がい

い の で はない か と思い ます。 病 院図 書 室に は 病 院

図 書室 で しか 理 解し あ えない 事 柄 もあ りますし 、

また 自分 た ちで 独 自に、主 体的 に解 決し なく て は

い け ない 問題 もあ りま す。 その辺 りは あ やふ やに

し ない 方 がい い と思い ます ね。奈 良 岡 さ んの言 わ

れまし たよ うに、 協 議会 活動 と ネッ ト ワ ー クの混

同 や文 献 情報 シ ステ ムとの 関係等 整 理し て もう一

度 病 院図 書室 の ネッ ト ワー キン グを 見直 す必 要が

あ るので はな い でし ょ うか。

首 藤： ど う もあ りが と うござい ま し た。 本 日 は

「 こ れか ら の病 院図 書室 」 と題し ま し て、 特 に ２

つ の 観点、 病 院図書室 の 基 準化 と ネッ ト ワ ーキン

グに 話題 を 絞 り皆様 の ご意 見をお 聞 か せい た だ き

まし た。 病 院図 書室 の現 状 を考 え ます と、 い ず れ

もな かな か 難しい 面 が ござい ま すが、 本 日のお 話

を依 り どころ に ま た頑張 りたい と思 い ま す。

（ １９８９．１２．９，京 都大学 楽 友 会 館 にて ）
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